
富山県感染症対策連携協議会設置要綱 

 

（目的） 

第１ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「感染症

法」という。）第１０条の２第１項の規定に基づき、感染症の発生及びまん延

の防止のための施策の実施に当たり、各関係機関・団体等との連携協力体制の

整備等を図るため、富山県感染症対策連携協議会（以下「協議会」という。）

を設置する。 

 

（協議事項） 

第２ 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議を行う。  
（１）平時における関係機関間の連携協力体制の整備に関すること 
（２）富山県感染症予防計画において定める事項に関すること 
（３）新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく新型インフルエンザ等感

染症、指定感染症、新感染症の発生の予防及びまん延を防止するために必要

な対策の実施に関すること  
（４）その他感染症の発生の予防及びまん延の防止に関すること  
（５）前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項に

関すること 

 

（組織） 

第３ 協議会は、別表に掲げる関係機関・団体等から構成し組織する。 

 

（座長） 

第４ 協議会の座長は、富山県とする。 

２ 座長は、協議会を総括する。 

 

（運営） 

第５ 協議会は、富山県が招集する。 

２ 座長は、必要があると認めるときは、協議会に構成員以外の者の出席を求め 

意見を聴くことができる。 

 

 （部会） 

第６ 協議会は、特定の事項を協議するため、部会を置くことができる。 

２ 部会の構成員は、協議会の構成員の中から座長が選定し、参加を求める。 

３ 部会に部会長を置き、部会に属する構成員の互選によってこれを定める。 

３ 部会は、富山県が招集する。 

４ 部会長は、部会の構成員のほかに必要と認める関係機関・団体等に対して、

参考資料11



部会へ出席を求め、その説明又は意見を求めることができる。 

 

（庶務） 

第７ 協議会の庶務は、厚生部健康対策室感染症対策課において処理する。 

 

（細則） 

第８ この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会

が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、令和５年６月14日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年８月４日から施行する。 

 

 

 




